
　（離婚用） 令和７年４月１日

該当項目 窓口番号 担当課名 手続きの名称 必要なもの

身体障害者手帳、精神障害者保
健福祉手帳、療育手帳（愛の手
帳）のいずれかをお持ちの方。

⑤ 障害福祉課 手帳等の氏名変更手続き
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手
帳、療育手帳（愛の手帳）

障害者医療費助成を受給してい
る方。 ⑤ 障害福祉課 受診証の氏名変更手続き 受診証

障害者福祉手当を受給している
方。 ⑤ 障害福祉課 障害者福祉手当の受給口座の変更

振込先口座の番号等がわかるもの（口座の
氏名変更後に手続きしてください）

国民年金に第３号被保険者として
加入している方。

⑨ 保険年金課
又は支所

国民年金の種別変更の手続き

年金手帳又は基礎年金番号通知書（お持
ちの場合）、本人確認書類（マイナンバー
カード、運転免許証、旅券など）、戸籍謄本
（又は離婚届受理証明書）及び被扶養者資
格喪失証明書
0467-61-3963（直通）

障害基礎年金の子の加算額をも
らっている方が、その子どもと生
計を別にする場合。

⑨ 保険年金課 障害基礎年金の加算不該当届
担当課へお問い合わせください。
0467-61-3963(直通）

加入していた健康保険の資格を
喪失した方。 ⑩

保険年金課
又は支所

国民健康保険加入の手続き
担当課へお問い合わせください。
0467-61-3953(直通)

犬の所有者が変更となった場合、
又は犬の所有者の氏や住所に変
更があった場合。

㉙ 環境保全課

犬の登録等内容変更届
（犬の所在地が市外となる場合は、
新しい住所地での手続きになりま

す。）

犬鑑札（お持ちいただかなくてもお手続き
できます。）
ご不明点は、担当課へお問い合わせくださ
い。
0467-61-3454(直通)

マイナンバーカード、住民基本台
帳カードをお持ちの方で氏に変
更があった場合。

㊲
市民課

又は支所
券面記載事項変更の届

マイナンバーカード
住民基本台帳カード

１８歳未満のお子さんを養育して
いる方。 ㊷

こども家庭相
談課

ひとり親等医療費助成の受給の手
続き、又は小児医療費助成の内容

変更の手続き

 担当課へお問い合わせください。
内線２３７５・２６５８

１８歳未満（１８歳に達する日以降
の最初の３月３１日まで。児童に
障害がある場合は２０歳未満）の
お子さんを養育している方。

㊷
こども家庭相

談課

児童扶養手当認定の手続き
（条件があります）

→支所では手続きできません。

担当課へお問い合わせください。
内線２６５８

保育所等に在園する児童を養育
している方。
または、保育所等の入所申込を
行っている方。

㉛ 保育課
保育所の入所情報変更や保育料

再算定等の手続き
→支所では手続きができません。

担当課へお問い合わせください。
0467-61-3892（直通）

市立の小中学校に就学するお子
さんがいる世帯で経済的理由に
より就学にお困りの場合。

※右枠参
照

学務課
就学援助費交付申請手続き

（所得制限があります）

※申請書等の詳細は、市ホームページをご
確認ください。なお、次のページからダウン
ロード可能です。
「ホーム＞教育・文化・スポーツ＞教育＞就
学支援・手続き＞就学援助制度について」
申請方法はe-KANAGAWAによる電子申請
若しくは郵送となります。
ご不明点は、担当課へお問い合わせくださ
い。
0467-61-3796（直通）

市営住宅に入居している方。
本庁舎

４階
都市整備
総務課

市営住宅明渡し又は承継、世帯員
変更の手続き

都市整備総務課住宅担当にお問い合わせ
ください。
0467-61-3679(直通)

※住民票の世帯は、離婚届を提出されても分離はされません。配偶者であった方と同一世帯である方で、
世帯を分離される場合には市役所及び各支所にて世帯分離の手続きを行ってください。（担当課　市民課）
問い合わせ … 鎌倉市役所　０４６７（２３）３０００

あなたの世帯が下記に該当する場合は担当課での手続きが必要です。

元配偶者が婚姻期間中に厚生年金に加入している （していた） 場合、 「離婚時の年金分割制度」 を申

請できる場合があります （離婚後２年以内に手続きが必要）。 詳しくは日本年金機構藤沢年金事務所

（電話 0466‐50‐1151） にご相談ください （このことに関するリーフレットは保険年金課年金担当 （９番窓

口） にも置いてあります）。

令和７年４月１日改訂


